
(税抜) (税込) (税抜) (税込) (税抜) (税込) (税抜) (税込) (税抜) (税込) (税抜) (税込)

3m未満 3,067 3,374 6,044 6,648 7,667 8,434 12,222 13,444 13,445 14,790 5,134 5,647

3m～4m 4,100 4,510 7,555 8,311 9,667 10,634 15,112 16,623 16,667 18,334 7,211 7,932

4m～5m 5,134 5,647 10,589 11,648 13,445 14,790 18,334 20,167 20,111 22,122 9,533 10,486

5m〜6m 6,133 6,746 16,722 18,394 19,889 21,878 20,888 22,977 23,000 25,300 13,234 14,557

6m～7m 7,166 7,883 19,523 21,475 25,000 27,500 26,222 28,844 28,889 31,778 15,433 16,976

7m～8m 8,200 9,020 22,312 24,543 29,556 32,512 31,000 34,100 34,111 37,522 17,645 19,410

8m～9m 9,200 10,120 25,100 27,610 32,778 36,056 34,333 37,766 37,777 41,555 19,855 21,841

9m～10m 10,234 11,257 27,877 30,665 37,223 40,945 39,112 43,023 43,000 47,300 22,044 24,248

10m〜11m 11,266 12,393 30,678 33,746 40,445 44,490 42,444 46,688 46,667 51,334 24,266 26,693

11m～12m 12,289 13,518 33,467 36,814 43,555 47,911 45,778 50,356 50,333 55,366 26,467 29,114

1ｍ増すごと 1,022 1,124 2,778 3,056 4.000 4,400 4,166 4,583 4,578 5,036 2,189 2,408

3. キャタピラを有する自動車、ロードローラー等船舶への乗船に著しく手数のかかる自動車については、当該自動車の10割。

4. 危険物船舶運送法及び貯蔵規制により旅客との混載が禁止されている物品その他の旅客の安全を害するおそれのある物品 搭載する自動車について
は当該自動車の10倍。

(割増後の運賃10円未満の端数は切上げとする。)

運賃の割増しは次のとおりとする。

竹富－小浜
車の長さ
／区間

石垣－竹富 石垣－小浜・黒島 石垣－大原・新城 石垣－鳩間・上原 石垣－白浜・船浮・波照間

令和7年10月1日

自動車航送運賃表(船浮海運)

※全て片道価格

1. 幅が、2.5mを超える自動車については、その超えてる幅25cmごとを単位として、当該自動車運賃の1割5分。

2. 自動車に積載されている荷物が当該自動車の幅を超えて積載されている場合で、当該積載されている荷物の一部が2.5mを超えて積載されている時
は、超えている荷物の幅25cmごとを単位として当該自勤車運賃の1割5分。

 ◎貨物車•乗用車・トラクター及び車両類運賃表


